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優先権主張時に適正な出願人であると特定されるために 

一連の権利関係を明確に立証する必要があることを示す最近の EPO審決 

 

 

                            ２０１７年０５月０８日 

 

                           

１. はじめに 

Article 87(1) EPCによれば、パリ条約、または、WTOの加盟国において、特許出願をファイ

ルした者、又は、その承継人は、同じ発明に関し EP特許出願をファイルする目的で、最初の出

願の出願日から 12 ヶ月間の優先権を享受するものとする旨が規定されています。Article 87(1) 

EPCにおける「承継人」への言及は、後の出願の出願日前に優先権を移転しておくことを求めて

いると一般に解釈されます（T 205/14）。 

 

EPO 審判部は、最近の審決において、優先権主張に係る出願人の権利に関し、その見解を明

らかにしました。これについて、以下に説明します。 
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